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■問農業振興課（市役所４階）☎32-2079

　農業者の高齢化や担い手不足などで、耕作放棄地や活用されない農地が増えています。農地が荒れる
と、農業の衰退を招くだけでなく、病害虫や有害鳥獣による被害の発生など、日々の暮らしにも大きな
影響を及ぼします。
　大切な農地を守り、耕作放棄地を発生させないため、地域全体で農地を守る活動に取り組みましょう。
農地を再生するため、必要な経費を支援する制度があります。詳しくはお問い合わせください。
農地を考える日
　農作物の作付け状況や、農道・水路などの農
業用施設の状況について、地域で話し合う日を
設けましょう。
一斉耕うんの日
　土づくりや雑草の防除、景観保全などのため、
地域ぐるみで一斉に農地を耕す日を設けましょ
う。
一斉草刈りの日
　イノシシやシカなどの隠れ家となる山際や耕
作放棄地などの草刈りを地域で一斉に行う日を
設けましょう。

■問課税課市民税係（市役所２階３番窓口）☎32-2015

■問子育て推進課☎32-2065

　ひとり親家庭を対象とした児童扶養手当の支払月と支払回数が、令和元年11月分（令和２年１月振込
分）から変わります。
変更前　年３回（４月・８月・12月)　➡　変更後　年６回（１月・３月・５月・７月・９月・11月)
※令和元年８月～10月の３カ月分は、11月に支払います
※８月に提出する現況届によって手当の額が変更となる場合は、翌年１月支払い分から適用します

■問森林課（市役所４階）☎32-2078
各支所・出張所担当課

　イノシシなどの有害鳥獣から、田畑の農
作物を守るため、防護柵を設置する団体に
補助します。
対象　受益戸数が３戸以上で、集落全体を
囲む防護柵を新規に設置する団体
申込方法　事前に相談し、申請書に必要書
類を添えて、森林課または各支所・出張
所担当課に直接提出する
申込期間　11月１日㈮～12月26日㈭必着
※予算の範囲内
で支給します。
補助額など、
詳しくはお問
い合わせくだ
さい

■問水道局業務課☎32-210６

　水道メーターの有効期間は、法律で８年間と定めら
れています。水道局では、正しく水量を量るため、有
効期限を迎える前に水道メーターを交換しています。
皆さんのご協力をお願いします。
●交換作業は、身分証明書を携帯した水道局の指定工
事事業者が行います
●交換作業時間は約20分間です（大型メーターを除
く)。作業の間は、水道を使用できません
●交換作業は不在の場合でも行います
●交換作業では作業料をいただきません
●メーターボックスの上や周囲に物や車があると、交
換作業や定期検針に支障があります。移動をお願い
します
●交換後、まれに水が濁ることがありますが、しばら
く水を出すときれいになります
●交換する前に、ハガキでお知らせします

　現在、県内の市町村と岡山県では、特別徴収（市県民税の給与天引き）の徹底に取り組んでいます。事
業主の皆さんは、特別徴収をお願いします。
　また、従業員（家族などの事業専従者を含む）に給与、賃金、賞与を支払った場合、支払額などを記入
した「給与支払報告書」を市町村に提出する必要があります（退職者を含む)。給与支払報告書は、イン
ターネットを利用した市税の電子申告システム（eLTAX）でも提出できます。ぜひご利用ください。
　詳しくは、県ホームページ（http://www.pref.okayama.jp/page/428170.html）をご覧いただ
くか、お問い合わせください。

※普通徴収（従業員が自分で納付する方法）への変更は原則できません。特別徴収ができない従業員が
いる場合は、給与支払報告書の摘要欄に理由を記載し、切替理由書を添付して提出してください
※令和２年１月から、事業所指定番号が変更になります。詳しくは、11月中旬に市ホームページでお知
らせします
※令和３年１月１日以降、給与支払報告書の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAXや光ディスク（CD
やDVD、ブルーレイディスクなど）による提出が義務化されます。早めに準備してください

電子申告システムeLTAXとは
　●電子証明書とパソコンで利用できます
　●自宅や事務所から手続きできます
　●複数の地方公共団体に一度にまとめて送信できます
　●サービス利用料が無料
eLTAXホームページ　https://www.eltax.lta.go.jp
■問一般社団法人地方税電子化協議会ヘルプデスク☎0570-081-459
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水道メーターの定期交換鳥獣害防護柵の補助

11月と12月は耕作放棄地解消強化月間 市県民税特別徴収と給与支払報告書の提出

児童扶養手当が年6回払いに変わります

ご協力ください令和２年度

地域ぐるみで農地を守ろう！ 事業主の皆様へ

耕作放棄地となっていた農地

再生した水田


